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第２章 東京が目指すマンション居住の将来像 

 

 

  

本格的な少子高齢・人口減少社会の到来 

■ 東京の人口は、1,400 万人を超え、今後もしばらくは増加を続けるものの、

2025 年頃をピークに減少に転じ、2040 年代には 1,300 万人程度を維持してい

るが、2060 年には約 1,198 万人にまで減少すると予測されている。 

■ 2020 年には約 23％であった高齢化率（人口に占める老年人口の割合）は、

2050 年代には 30％を超えるなど、高齢化が一層進行すると見込まれている。 

■ 世帯数は、2035 年頃をピークに減少すると見込まれている。 

■ 高齢化の進行に伴い、世帯主が 65 歳以上の高齢世帯の増加が見込まれる。65

歳以上の一人暮らし世帯は、2020 年の 89 万世帯から 2040 年代には 110 万世帯

を超え、2050 年には 120 万世帯に増加する。また、2060 年には高齢世帯の 46％

が一人暮らし、そのうち 75 歳以上が６割を超えると予測されている。 

 

【年齢階級別人口と高齢化率の推移】

 

（資料）令和 22（2040）年までは総務省統計局「国勢調査」、 

    総務局「東京都世帯数の予測」（平成 31 年３月発行）を基に作成 

（備考）1 令和 27（2045）年以降は政策企画局計画部による予測値 

    2 単位未満の四捨五入等により、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。  
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※本節における各データ及びグラフは、特に記載がない限り、都内を対象としたものである。 
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１ マンションを取り巻く状況※
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（資料）令和２（2020）年までは国税調査/総務局統計局を基に作成 

    令和７（2035）年以降は『「未来の東京」戦略 附属資料 02 東京都の人口』／東京都政策企画局を基に作成 

（備考）1 単独世帯の年齢不詳世帯は 65 歳未満世帯に含む。 

 2 内訳の（ ）内の数字は世帯数に占める割合 

 3 単位未満の四捨五入等により、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。 
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【家族類型別世帯数の推移】 

【高齢世帯（世帯主が 65 歳以上の世帯）数の推移】 
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新たな日常に対応した住まい方 

■ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、都民の生活や働き方が変化

している。新しい働き方であるテレワークについては、令和３(2021)年９月の都内

企業（従業員 30 人以上）の実施率は６割を超え、実施した社員の割合は約５割に

達している。 

■ 住宅内でテレワークを行う場所はリビングダイニングが最も多く 、テレワーク

をスムーズに行う上での課題として、部屋や机などの物理的環境やＷｉ－Ｆｉなど

の通信環境の整備が多く挙げられており、こうした課題に対応した住環境の整備が

求められている。 

■ デジタル化の進展により、身の回りのあらゆるものがネットワークにつながるＩ

ｏＴ1やＡＩ2を活用した新しいサービス等が住宅において提供され、利用できる環

境が整備されつつある。情報セキュリティの確保等に留意しつつ、こうした技術を

いかして、新たな日常に対応した住まい方を実現し、都民の住生活の向上につなげ

ていくことが期待されている。 

脱炭素社会実現に向けた取組の現状 

■ 都は 2050 年までの「ゼロエミッション東京」の実現のため、都内温室効果ガス

排出量について、2030 年までに 50％削減することを目指すとともに、脱炭素社会

に向けた取組を進めており、マンションを含む住宅部門の取組も重要となっている。 

■ 都内のエネルギー消費量は、2000 年度頃にピークアウトしているが、全体の３割

を占める家庭部門の削減幅は他部門と比較して小さい。また、二重以上のサッシ又

は複層ガラスの窓を一部でも設置している住宅は全体の 10.6％、太陽光を利用し

た発電機器を設置している既存住宅は全体の 1.4％に過ぎないなど、住宅における

省エネルギー（以下「省エネ」という。）の促進や再生可能エネルギー（以下「再

エネ」という。）の活用は進んでいない。 

■ 住宅において消費されるエネルギーの 50％以上が冷暖房・給湯に使用されてい

ることから、断熱性能を向上させるとともに、太陽光等の再エネを活用していくこ

とが重要である。また、太陽光発電の自家消費を最大化するための蓄電池の設置を

促進するほか、地域内で再エネの需給調整を適切に行うなど、創出された再エネを

効率的に利用する仕組みも求められている。 

■ さらに、ＣＯ２の吸収や固定につながる緑豊かな住宅市街地の形成や木造住宅の

一層の普及、ゼロエミッションビークル（ＺＥＶ）3の導入拡大に向けた充電設備の

設置等も重要である。  

                                                   
1 ＩｏＴ：Internet of Things の略。コンピュータ等の情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体

（モノ）に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、

遠隔計測などを行うこと。 
2 ＡＩ：Artificial Intelligence の略。人間の脳が行っている知的な作業をコンピュータで模倣したソフトウェア

やシステム。 
3 ゼロエミッションビークル（ZEV）：電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車

（FCV）の総称 
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（資料）都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査（2019 年度速報値）/東京都を基に作成 

 

 

 

 

 

（資料）都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査（2019 年度速報値）/東京都を基に作成 
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△5.3％

△12％

△8.1％

△2.7％

△1.5％

△2.2％△26％

電力の二酸化炭素排出係数※２（都内全電源加重平均） 
 ・2000 年度：0.328kg-CO2／kWh 
 ・2018 年度：0.463kg-CO2／kWh 
 ・2019 年度：0.448kg-CO2／kWh 

（年度） 

△19％ 

△11％ 
△24％ △25％ 

運輸部門 

△33％ 

業務部門 

5.9％ 

産業部門 

△37％ 

【エネルギー消費量の部門別推移】 

家庭部門 

9.5％ 

【エネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の推移】 

598 

6,211 

※１ 熱量の単位（１PJ＝1015ジュール） 

※２ 単位生産量・消費量等当たりの CO2排出量を表す数値 



 

11 

 

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像 

 

第
２
章 

 

（資料）平成 30 年住宅・土地統計調査/総務省を基に作成 
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【住宅全体の省エネルギー設備等の設置割合】 
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災害に対する備え 

■ 首都直下地震の切迫性が指摘される中、都内の住宅の耐震化率は、平成 17(2005)

年度末の約 76％から令和元（2019）年度末には約 92％まで上昇したが、依然とし

て耐震性が不十分である住宅が数多く残っている。 

■ 平成 23(2011)年３月に発生した東日本大震災では、東京においても、液状化によ

る被害や大量の帰宅困難者が発生したほか、電力供給不足に伴う計画停電が実施さ

れるなど、地震への備えの重要性が改めて認識された。 

■ 平成 24(2012)年４月に公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」におい

て、東京湾北部を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が冬の夕方に発生した場

合、建物全壊・火災焼失数は約 30 万棟、死者数は最大で約 9,700 人の被害が生じ

ることを想定している。また、約 517 万人の帰宅困難者が発生するとしている。 

■ また、令和元（2019）年８月の台風 19 号では、首都圏の高層マンションで受電

設備の浸水により停電と断水が発生するなど、深刻な被害が生じており、頻発する

風水害に対してもマンション特有の対策が求められている。 

 

 

（資料）東京都耐震改修促進計画（一部改定）令和３年３月/東京都を基に作成 
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【住宅の耐震化率の推移】 

耐震性あり 

4,252,000 戸 

76.3％ 
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18.8％ 
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5,557,000 戸 

83.8％ 

555,000 戸 
8.0％ 

6,350,000 戸 

92.0％ 



 

13 

 

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像 

 

第
２
章 

空き家の増加 

■ 高齢化と人口減少が進むにつれ、都内でも空き家が増加する傾向にあり、生

活環境の悪化や地域活力の衰退が懸念されている。 

■ 平成 30(2018)年住宅・土地統計調査によれば、都内の空き家総数は、マンシ

ョンなどの共同住宅の住戸を含み、約 81 万戸で５年前に比べて若干減少して

いるが、空き家率は約 10.6％であり、平成 10（1998）年からほぼ横ばいとな

っている。 

■ 都内の空き家のうち、一般に管理が行き届かない可能性が高い長期不在等の

いわゆる「その他の住宅」は約 18 万戸あり、５年前に比べて約２万８千戸増

加している。空き家のうち活用が難しい「腐朽・破損あり」の空き家は約 15％

（約 12 万戸）を占めている。一方で、活用可能と考えられる「腐朽・破損な

し」の空き家は約69 万戸存在し、そのうち非木造の共同住宅が約50万戸（72％）

を占めている。 

■ また、現状は空き住戸ではないが、将来相続された際に利用されず、空き住

戸となるものもあると考えられる。 

 

 

 【空き家数の推移（種類別）】 
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【空き家総数の内訳】 

※ 転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 

（資料）住宅ストック数、世帯数、空き家率の推移は、住宅・土地統計調査/総務省を基に作成 

空き家総数の内訳は、平成 30 年住宅・土地統計調査/総務省 住宅及び世帯に関する基本集計を基に作成 

（備考）1 空き家については、調査員が外観等から判断して調査 

2 四捨五入しているため、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。

 

賃貸用 その他（居住世帯が長期不在等※） 
二次的住宅 

（別荘等） 
売却用 

戸建 長屋建 
共同住宅 

その他 戸建 長屋建 
共同住宅 

その他 
木造 非木造 木造 非木造 

腐朽・破損なし 

（69.1 万戸） 
0.6 万戸 0.5 万戸 8.1 万戸 41.3 万戸 0.04 万戸 4.4 万戸 0.3 万戸 1.0 万戸 8.4 万戸 0.1 万戸 0.8 万戸 3.7 万戸 

腐朽・破損あり 

（11.9 万戸） 
7.4 万戸 3.9 万戸 0.1 万戸 0.5 万戸 

合計 

（81.0 万戸） 
57.9 万戸 18.0 万戸 0.9 万戸 4.2 万戸 




